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✔川崎市に空き教室はない？ 
 川崎市は全国的に珍しく人口増加している一方、地域によっては人口減少や少子高齢化が進んでいる場

所があります。 

 しかし、避難所受け入れ可能人数よりも、避難想定人数の方が上回っているため、仮に統廃合が行われ

た場合には、旧白山中学校や旧白山小学校（現・日本映画大学キャンパス）のように避難所機能を持った

施設利用が必須になります。 

 一方、地域によっては学級数が少なくても統廃合が難しい地域もありますし、統廃合するほどではなく

ても、空き教室が存在する例があります。 

 ６月２３日の本会議の一般質問において、「学校施設の考え方について」というテーマで質問しましたが、

これまで、余裕教室はあっても、使っていない空き教室はないという見解でした。しかし、いくつかの学

校を例に挙げているうちに、空き教室を無理矢理別の用途に当てはめていると思われる学校が明らかにな

りました。 

 A 小学校は、普通級を最大の令和 12 年度の７学級と支援級２学級を合わせて９学級に対し、特別活動

室が６室、さらに、更衣室５室（通常、男女で合計２室から３室）もあり、空き状態を更衣室配置にして

います。 

次に、B 中学校では、特別活動室と倉庫しかないフロアが存在し、明らかに空き状態になっていて、令

和８年度に３５人学級になっても令和１２年度までに３学級減の見通しと、さらに空き教室が増えること

が見込まれます。 

 特徴的な学校を２例挙げましたが、学級数が少ない小規模校（１１学級以下）で特別活動室が５室ある

ような学校は、余裕教室を様々な学習機会に活用しているという建前はあるものの、実態として空き教室

になっていることが伺えます。 
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✔今後、学級数減に伴い、空き教室増と統廃合の可能性 

小学校の長期推計によると、令和６年度から令和 12 年度で小学校の学級数が６学級以上減る学校は 16

校あり、わずか 6年で 10学級減る学校が２校も存在します。 

また、中学校では、令和８年度からの３５人学級化に伴い、全般的には学級数が増える方向ですが、先

ほど示した B中学校を始め、学級数が減る推計の学校も存在します。 

さらに、右の図の H 中学校

の例のように、学区内の F 小

学校と I小学校が令和 12年度

までに合わせて 13 学級数の

減になるため、令和１２年度

以降に H 中学校はさらに学級

数減が見通せます。 

そこで、施設の有効活用として空き教室を地域で活用し、さらに学級数が減少し、立地上統廃合が可能

な学校については統廃合の検討が必要になります。 

しかし、ネガティブではなく、空き教室の有効活用により地域活性化や、地域と学校の関係をより親密

にすることで、学校を応援してもらう機会の創出にもつながります。 

今回の議会質問で、今後の学級数の長期推計と学校の実態を示したことで、学校施設の複合的利用につ

いて検討されることになりました。 

 

✔廃校跡地の複合施設の事例視察から 
 議会閉会後の６月３０日、私は、大阪市立御幸森小学校跡地を

活用した「いくのコーライブスパーク」を視察しました。 

 この施設は、大阪市生野区西部地区の学校再編により、小学校

４校が廃校になる中、避難所機能を維持した上での有効活用が検

討されました。そこで、当該校以外の３校は民間の学校に貸し出

す形で、こちらは、地域利用を含めた、複合施設として検討され

ることになりました。 

 多目的室・体育館・図書館が地域で利用できるといった学校の

遺構を残していることに加え、保育所、ダンススクール、カフェやレストラン、給食室跡を活用した飲食業

で働こうとする人たちの専門学校、体育館を利用したレンタルコートとバスケットボールスクール、その他

民間企業事務所や、コリアタウンが付近にあることから多文化共生に関わる NGO や旅行会社、屋上のプー

ルは、バーベキュー場など、３０近い用途の複合施設になっています。 

 気になる維持管理にかかる経費ですが、大規模修繕（年平均 500 万円相当）は市が担当し、日常の軽微

な修繕は運営法人が担当しています。また、運営法人は敷地全体の賃料として毎年約 500 万円を市に支払

い、市は賃料分を大規模修繕費に充てるため、市の費用負担は事実上なくなり、運営は持続可能になるとの

ことです。 

 今後、川崎市でも統廃合による学校跡地の利用が検討された際は、地域のニーズに合わせて、このような

複合的利用は、市の費用負担もなく、地域活性化の一助となるため、有効な手法の一つであると考えます。 
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